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公
開
さ
れ
て
い
ま
す。

診
療
報
酬
は
原
則

診
療
報
酬
は
医
療
技
術
や
サ
ー
ビ
ス
に
対

で
決
ま
っ
て
い
る
た
め、

患
者
さ
ん
の
症

て
市
販
の
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
一

般

療
費
が
掛
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す。

な
病
気
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
か
が
法
律

保
険
点
数
は
「
診
療
報
酬
点
数
表」

と
し

齢
化
社
会
に
突
入
す
る
こ
と
で
莫
大
な
医

と
な
っ
て
い
る
薬
や
診
療
行
為
に
は
ど
ん

を
行
っ
た
と
き
に
発
生
し
ま
す。

ま
た、

上
の
後
期
高
齢
者
と
な
り、

日
本
は
超
高

ビ
リ、

化
学
療
法
な
ど
特
定
の
医
療
行
為

0
2
5
年
以
降、

団
塊
の
世
代
が
75
歳
以

が、

提
出
前
に
人
間
の
目
で
チ
ェ
ッ
ク
す

な
ど。

特
掲
診
療
料
は
画
像
診
断
や
リ
ハ

社
会
情
勢
に
対
応
す
る
た
め」

で
す。

2

る
た
め
レ
セ
プ
ト
は
自
動
算
定
さ
れ
ま
す

生
す
る
初
診
斜、

再
診
斜、

入
院
基
本
料

う
か。

簡
単
に
言
う
と、
「
医
療
の
進
歩
や

く
の
医
療
機
関
で
は
電
子
化
が
進
ん
で
い

す
が、

基
本
診
療
料
は
診
療
時
に
必
ず
発

し
た。

な
ぜ
価
格
が
変
動
す
る
の
で
し
ょ

（
と
っ
け
い）

診
療
料
の
2
種
類
が
あ
り
ま

が
価
格
改
定
を
行
う
と
い
う
お
話
を
し
ま

翌
月
10
日
ま
で
に
審
査
支
払
機
関
に
レ
セ
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に
は
大
き
く
分
け
て
基
本
診
療
料
と
特
掲

法
律
で
決
ま
っ
て
お
り、

2
年
ご
と
に
国

の
月
の
診
療
報
酬
は
月
末
で
締
め
ら
れ、

担
金
は
1
2
0
0
円
で
す。
「
保
険
点
数」

療
行
為
の
区
分
ご
と
に
点
数
（
値
段）

が

方
箋
の
意
味
だ
そ
う
で
す）
。

例
え
ば、

そ

局
額
療
養
費
の
払
い
戻
し
申
請
が
不
要
と

な
ら
ば
医
療
費
は
4
0
0
0
円、

自
己
負

費
11
病
院
側
に
と
っ
て
の
診
療
報
酬
は
医

セ
プ
ト
は
ド
イ
ツ
語
で、

元
は
病
院
の
処

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り、

れ
ま
す。

3
割
負
担
の
場
合、

4
0
0
点

先
ほ
ど、

皆
さ
ん
が
お
支
払
す
る
医
療

者」

に
請
求
し
て
い
ま
す
（
ち
な
み
に
レ

遼
用
認
定
証
を
利
用
す
れ
ば
窓
口
で
の
支

点
数」

が
あ
り、

1
点
11
10
円
で
換
算
さ

保
険
診
療
の
イ

病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
診
察
を
終
え

て
会
計
を
済
ま
せ
手
元
の
領
収
書
や
診

療
明
細
を
見
る
と、

初
診
料
や
再
診
料

の
ほ
か
検
査、

投
薬、

注
射、

画
像
診

断
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
に
点
数
が
付

い
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す。

見
慣
れ

た
表
記
か
と
思
い
ま
す
が、

詳
し
く
は

ご
存
じ
な
い
の
で
は
。

今
回
の
特
集
で

は
病
院
に
か
か
る
上
で
知
っ
て
お
き
た

い
「
保
険
診
療
の
イ
ロ
ハ
」
を
解
説。
さ
っ

そ
く
き
ょ

う
の
領
収
書
や
診
療
明
細
と

に
ら
め
っ
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

お
手
元
の
領
収
書
や
診
療
明
細
書
を
ご

口

◆
社
会
情
勢
で
値
段
が
決
ま
る

◆
保
険
証
が
使
え
る
医
療
機
関

と
で、

健
康
保
険
法
や
国
民
健
康
保
険
法

由
診
療）

と
な
り
ま
す。

代
表
的
な
も
の

療
法
な
ど
も
保
険
適
用
外
で
す。

ち
な
み

補
助
医
療
（
体
外
受
精
・

顕
微
授
精
等）

保
険
医
療
機
関
で
行
わ
れ
る
「
保
険
診
療」

す
る
「
本
体
部
分」

と
「
薬
価
等」

を
合

医
療
機
閑
の
経
営
を
圧
迫
す
る
た
め
本
体

お
勤
め
先
の
会
社
や
市
町
村
等
の
「
保
険

プ
ト
を
提
出
し
ま
す。

当
院
も
含
め、

多

る
必
要
が
あ
り
ま
す。

医
療
保
険
の
対
象

な
り
ま
す。

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す。

ま
た、

限
度
額

ま
す。

医
療
行
為
の
区
分
ご
と
に
「
保
険

に
一

度
改
定
さ
れ
て
い
ま
す。

と
に
「
レ
セ
プ
ト」
と
い
う
書
類
を
作
成
し、

が
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療
保
険
で
行
う

せ
て
算
出
し
た
合
計
金
額
が
書
か
れ
て
い

全
国
一

律
の
「
公
定
価
格」

と
し
て
2
年

病
院
で
は
会
計
が
終
わ
っ
た
患
者
さ
ん
ご

て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す。

申
請
は
ご
自
身

療
行
為
―

つ
ひ
と
つ
の
点
数
を
足
し
合
わ

い
ま
す。

右
上
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い。

含
ま
ず、

上
限
額
は
年
齢
や
所
得
に
応
じ

と
呼
ば
れ、

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た
医

す
る
医
療
費
は
病
院
側
で
は
「
診
療
報
酬」

覧
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
が
病
院
に
お
支
払

◆
全
国
一

律、

1
点
11
10
円

す。 0
0
円
な
ら
窓
口
負
担
は
1
2
0
0
円
で

例
え
ば
3
割
負
担
の
場
合、

医
療
費
4
0

割
合
に
応
じ
て
医
療
費
を
支
払
い
ま
す。

で
保
険
証
を
提
示
す
る
と、

各
自
の
負
担
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↓ t 
請求金額の支払い

の
通
り
ご
加
入
の
保
険
組
合
が
負
担
し
て

院
時
の
食
費
負
担
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等
は

ん
が
支
払
っ
た
残
り
の
7
割
は、

ご
存
じ

場
合
に
超
過
分
が
支
給
さ
れ
る
制
度。

入

領
収
書
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う。

皆
さ

月
(
1
日
S
末
日）

で
上
限
額
を
超
え
た

特
集

ノ‘

◆
語
源
は
ド
イ
ツ
語

が
減
額
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す。

関
や
薬
局
の
窓
口
で
支
払
っ
た
額
が
ひ
と

に
あ
り
ま
す。

説
明
し
ま
し
ょ
う。

同
制
度
は、

医
療
機

で
微
増
を
確
保
し、

薬
価
を
下
げ
る
傾
向

最
後
に、

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て

◆
高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て

い
ま
す
が、

本
体
を
マ
イ
ナ
ス
と
す
る
と

わ
せ
た
合
計
で
マ
イ
ナ
ス
改
定
が
続
い
て

遮
切
と
判
断
さ
れ
る
と、

そ
の
分
の
請
求

状
に
対
し
診
療
行
為
や
投
薬
の
内
容
が
不

ま
し
た
（
註
；

条
件
付
き
と
な
り
ま
す）
。

に
保
険
適
用
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

に
令
和
4
年
4
月
か
ら
人
工
授
精、

生
殖

は
美
容
整
形
な
ど
で、

国
内
未
承
認
の
治

が
使
え
ず、

医
療
費
は
全
額
自
己
負
担
（
自

医
療
機
関
で
な
い
医
療
機
関
で
は
保
険
証

等
の
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す。

保
険

が
使
え
る
病
院
や
ク
リ
ニ
ッ
ク
な
ど
の
こ

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
保
険
証

当院で使用している実際の診療費領収書。 保険点数が書

かれた診療明細書も併せて発行している。

理
解
し
ま
し
ょ
う。

保
険
医
療
機
関
と
は、

ま
ず
は
「
保
険
医
療
機
関」

に
つ
い
て
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